


○ 措置状況の概要 
 
 １ 令和元年度包括外部監査結果（令２.３.31 公表）に対する措置状況 

（1） 監査テーマ：｢県民利用施設の管理運営に関する財務事務の執行について（指定管理施設を中心として）｣ 
（2） 概 要 

施  設 

 
監査の結果及び 
意見（件数） 

措置の内容（件数） 

対応済 
対応困難 

対応不可 

検討中 

（対応進行／検討） 

【施設１】大分県立総合文化センター 
【施設２】大分県立美術館 

結果 8 8 0 0 

【施設３】大分県立別府コンベンション 
センター（ビーコンプラザ） 

結果 15 12 0 3（3/0） 

【施設４】大分農業文化公園 
【施設５】大分県都市農村交流研修館 

結果 9 7 0 2（2/0） 

【施設６】大洲総合運動公園 結果 2 2 0 0 

【施設７】大分スポーツ公園 結果 11 11 0 0 

【施設８】ハーモニーパーク 結果 3 1 2 0 

【施設９】港湾環境整備施設 
（大分港西大分地区） 

結果 4 4 0 0 

【施設１０】大分県立図書館 結果 6 6 0 0 

【施設１１】大分県立香々地青少年の家 
【施設１２】大分県立九重青少年の家 

結果 4 2 1 1（1/0） 

【施設１３】大分県立埋蔵文化財センター 結果 3 3 0 0 

包括外部監査の結果に添えて提出する

意見 
意見 17 17 0 0 

 
（件数合計） 

結果 65 56 3 6（6/0） 

意見 17 17 0 0 

合計 82 73 3 6 

 
 ２ 平成 30年度包括外部監査結果（平成 31.３.29 公表）に対する措置状況 

（1）監査テーマ：「公共インフラ施設の管理と老朽化対策に係る財務事務の執行について」 
（2）概 要 
   令和元年度に監査委員宛てに通知された措置状況のうち「検討中」となっていた 32 件について再度 

通知があった。 
 ・「対応済」31 件  ・「対応困難」1件 
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令和 2年３月 31日付けで公表した監査の結果に対する措置の状況 

 

（監査テーマ：県民利用施設の管理運営に関する財務事務の執行について） 

部  局 監 査 の 結 果 及 び 意 見 措  置  の  内  容 備  考 

【施設１】大分県立総合文化センター ／ 【施設２】大分県立美術館 

企画振興部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果】指摘 Ａ－１ 

経営の効率性の評価と指定のあ

り方について 

指定管理業務に係る簿冊の閲

覧等を通じて、経営の効率性に

ついて評価、検討されている資

料を確認できなかった。 

施設所管課において、他の公

共文化施設との比較等によって

改善点を見出すとともに、任意

指定のあり方等も併せて見直し

を検討する必要がある。 

 

     

 

 

 

経営の効率性の評価については、毎月

提出される業務報告により、料金収入の

実績や管理経費等の収支状況を評価して

いる。今回の指摘を受け、他の公共文化施

設との比較については、半期ごとに行っ

ていきたい。 

 指定管理者の指定については、平成 25

年２月の大分県芸術文化ゾーン創造委員

会の答申で「総合文化センターと美術館

が隣接する拠点として、美術、音楽など広

い領域にわたる芸術文化を融合し新しい

価値を創造していく取組や県全体の文化

振興を推進していくには、県と十分な連

携がとれる大分県芸術文化スポーツ振興

財団への任意指定が望ましい。」とされて

おり、大分県芸術文化振興県民会議の意

見も聴いて指定しているところ。 

 また、平成 30年度の総合文化センター

の施設稼働率は 90.9％、美術館の来館者

数は 57.2 万人と目標値（87%、50 万人）

を上回っており、令和元年１１月の県行

財政改革推進委員会評価部会において、

「施設稼働率は向上し、施設利用料金収

入は増加しており、指定管理者のこれま

での努力の成果として評価でき、併せて、

印刷消耗費や委託料等の経費削減にも努

めている。」と評価されており、指定管理

者として十分な実績と評価を得ている。 

 次期の指定管理者指定に際しては、県

全体の文化振興推進の基本的な方針は現

在も変わっていないことから、任意指定

を継続することとしているが、他の地方

公共団体との比較などについても県民会

報告書 

26 ページ 
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議で十分に議論し、参考にしていきたい。 

【対応済】 

【結果】指摘 Ａ－２ 

業務計画書、事業報告書に対す

る確認について 

業務計画書の確認に際して、

指定管理者制度運用ガイドライ

ンに沿ったチェックシートが活

用されておらず、チェックを行

った証跡が確認できなかった。

施設所管課はガイドラインを十

分に理解し、適切な運用を行う

必要がある。 

また、事業報告書（年度）の確

認においても、ガイドラインに

沿ったチェックシートが活用さ

れておらず、チェックを行った

証跡が確認できなかった。施設

所管課はガイドラインを十分に

理解し、適切な運用を行う必要

がある。 

 

 

 

 業務報告については、チェックシート

により業務内容等の確認を毎月行ってい

る。年間を通した業務の確認については、

今回の指摘を受け、業務計画書や事業報

告書（年度）により、令和元年度は適正に

実施しているところであり、引き続き、指

定管理者制度運用ガイドラインに則った

確認を行っていく。 

【対応済】 

報告書 

30 ページ 

【結果】指摘 Ａ－３ 

業務報告書に対する施設所管課

の評価について 

指定管理者から毎月提出され

る業務報告書に対する施設所管

課の書面調査チェックシートの

総合所見欄を見ると、利用件数

や来館者実績数、料金収入、目標

指標の達成状況、利用率など、業

務報告書に記載されている定量

的な内容（事実）の抜粋に留まっ

ており、意見や考えが記録され

ておらず、所見として十分では

ない。 

 

 

 

これまでは運営状況が適正であること

から、総合所見欄には、料金収入や目標指

標の達成状況等を記載していた。今後は、

新型コロナウイルス感染症の影響により

財団を取り巻く状況が変化していること

から、課題等が見られた場合には、総合所

見欄へ記載していく。 

【対応済】 

報告書 

31 ページ 

【結果】指摘 Ａ－４ 

第三者委託における契約の妥当

性について 

第三者委託における施設・備

品の保守や更新に係る随意契約

の理由書を見ると、当初の設置

 

 

 

 設備や備品の導入に当たっては、ラン

ニングコストまで含めた総額ベースで経

費を比較検討しており、引き続き、効率的

報告書 

31 ページ 
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業者であるといった点が理由と

して記載されているものが複数

見られた。導入に当たってはイ

ニシャルコストのみならずラン

ニングコストについても検討す

ることが望ましい。特に、１者随

意契約の場合には、他の類似施

設からの情報を入手したり、見

積書や作業記録から１人日あた

りの単価を出す等、価格の合理

性について、可能な限り検討及

び記録しておくことが望まし

い。 

な予算執行に努める。 

 施設保守等に係る委託業務について

は、これまでも競争入札を導入しており、

現在、１者随意契約を行っているのは、設

置業者の独自技術等が求められるような

特別な事情がある業務のみである。しか

しながら、今後は、１者随意契約を行う場

合においても他の類似施設等の情報収集

を行うなど、価格の合理性について可能

な限り検討・記録に努める。 

【対応済】 

【結果】指摘 Ａ－５ 

第三者委託における再委託の規

制について 

予約管理システムに係る指定

管理者と第三者との委託契約書

において、再委託ができるもの

と定められていたが、それにつ

いて県が指定管理者から申請を

受け承諾をした書面がなかっ

た。 
県が指定管理者に再委託を原

則認めないのと同様に、指定管

理者から第三者への委託におい

ても、再委託は原則認めるべき

ではなく、再委託を認める場合

においては、事前に文書で報告

され、県が文書で承諾するプロ

セスを踏むべきである。 

 

 

 

 今回指摘のあった予約管理システムの

委託契約については、県の承諾を得ずに

再委託を認める条文が含まれていた。今

回の指摘を受け、指定管理者と第三者と

の委託契約においては、原則、再委託を認

めず、再委託を認める場合には、県に文書

で承諾を得ることを徹底する。 

【対応済】 

報告書 

32 ページ 

【結果】指摘 Ａ－６ 

楽器の貸出について 

自主事業として、iichiko グラ

ンシアタ・ジュニアオーケスト

ラの団員及び関係団体に対して

楽器の貸出が行われているが、

楽器の管理簿は作成されておら

ず、貸出の申請書のみを保管し

ている。今後は管理台帳を作成

し、楽器ごとに貸出先が明瞭と

 

 

楽器の貸出については、iichiko グラン

シアタ・ジュニアオーケストラの設置に

関する規則に基づき、手続きを行ってお

り、借用書による把握で支障なく管理し

てきたところ。 

今回の指摘を受け、貸出先が明瞭とな

るよう楽器ごとの記録簿を作成した。 

【対応済】 

報告書 

33 ページ 
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なるよう管理すべきである。 
【結果】指摘 Ａ－７ 

年度末の備品購入について 

備品等の購入は年度末に集中

する傾向にあることより、年度

末の支出に関しては、支出の正

当性をより注意深く確認する必

要がある。 

 

 

 備品の購入については、あらかじめ指

定管理期間中の購入計画を策定すること

で、適正かつ計画的な執行を促している。

今後は、購入計画の策定だけではなく、備

品購入の必要性について、適宜ヒアリン

グ等を行うとともに、年度末の備品購入

が集中せぬよう、指定管理者を指導する。 

【対応済】 

報告書 

33 ページ 

【結果】指摘 Ａ－８ 

光熱水費の見直しについて 

施設の事業費において光熱水

費は多額になっており、コスト

削減のための積極的な検討を行

うことが必要である。例えば、電

力自由化により様々な会社が電

力事業者として参入し競争が起

きており、契約見直しによる電

気代の削減が期待できる。総合

文化センターにおいても、ホテ

ル等の他機関に働きかけ、可能

な限りコスト削減を進めていく

ことが求められる。 

 

 

複合施設であるＯＡＳＩＳひろば２１

の所有者により毎月開催している運営協

議会でコスト削減について協議してお

り、また、複合施設管理者においても、他

社との価格比較や現行の電力事業者への

価格交渉を継続して行っている。 

 今後も契約方法の見直し等の提案を継

続して行い、コスト削減に努める。 

【対応済】 

報告書 

34 ページ 

【施設３】大分県立別府コンベンションセンター（ビーコンプラザ） 

商工観光 

労働部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果】指摘 Ｂ－１ 

ビーコンプラザの競争力向上に

ついて 

九州内近隣の県にＭＩＣＥ施

設が新設されることにより、ビ

ーコンプラザの競争力が低下す

るおそれがある。 
ビーコンプラザの競争力を高

めるためには、別府市のポテン

シャルを効果的に発信するとと

もに、近隣の宿泊施設との連携

を強める等、利用者が使いやす

いサービスメニューを揃えるこ

とを意識すべきである。 

 

 

 

ビーコンプラザのホームページには、

周辺の宿泊施設のホームページへのリン

クを掲載しており、ビーコンプラザの利

用者に対する利便性向上を図っている。

また、ビーコンプラザ等で開催されるイ

ベントを掲載したＭＩＣＥカレンダーや

ビーコンプラザイベント情報誌をリンク

先の宿泊施設に配付するなど、連携体制

を構築しており、引き続き連携強化に努

める。 

【対応済】 

 

報告書 

36 ページ 
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【結果】指摘 Ｂ－２ 

用途が定まっていない空きスペ

ースについて 
平成 29年７月から利用されて

いないスペースがある。これに

ついては、ＭＩＣＥ開催時の分

科会として利用できる会議室や

イベント時に託児スペースとし

て活用できる多目的スペース

等、様々な活用方法を検討すべ

きである。 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の徹底

のため、コンベンションホール等のライ

ブ中継会場として活用する。 

【対応済】 

報告書 

37 ページ 

【結果】指摘 Ｂ－３ 

不採算施設の十分な検討につい

て 

主要４施設に含まれていない

施設について損益管理が不十分

となっている。多大な管理コス

トの節減のためにも個別に損益

管理をしたうえで、利用者の増

加、収益の増加策について対応

策を立案、実行していくことが

望まれる。 

 

 

 

グローバルタワー単体で収支を均衡さ

せるのは困難であることから、主要４施

設を含む施設全体での損益管理を行う。

グローバルタワー入場者の増加を期して

広報を強化するとともに、入場状況を踏

まえて弾力的に営業時間を変更し、管理

コストの縮減を進める。 

【対応済】 

報告書 

37 ページ 

【結果】指摘 Ｂ－４ 

指定管理料の妥当性の検討につ

いて 

応募が１者となっており、公

平な競争の機会の確保、競争原

理が働いているか判断しづらい

状況となっている。指定管理料

の算定に当たっては、施設所管

課において過年度実績のみなら

ず、外部資料などを活用する等、

指定管理料の妥当性を検討する

必要がある。 

 

 

 

令和２年１０月に指定管理料の妥当性

を検討する参考とするため、他県の同種

施設の情報収集を行った。今後は、指定管

理者の更新時において、情報収集を行う

とともに、その結果等を参考とし、指定管

理料の算定を行っていく。 

【対応済】 

報告書 

39 ページ 

【結果】指摘 Ｂ－５ 

仕様書と条例の整合性について 

施設の利用制限に関する条例

において「許可しないものとす

る」とされている事項が、仕様書

上は「許可をしないことができ

る」と記載されていた。条例違反

 

 

指定管理者の募集時に提示した別府市

市民ホール・大分県立別府コンベンショ

ンセンター管理業務仕様書の記述と大分

県立別府コンベンションセンターの設置

及び管理に関する条例の記述の不整合を

報告書 

39 ページ 
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となる余地のないよう、仕様書

を見直す必要がある。また、今後

仕様書を作成する場合に当たっ

ては、条例と規程を十分に照ら

し合わせる必要がある。 

指摘されたものであるため、指定管理者

に文書で同条例の規定に基づき利用許可

を行うよう通知した。併せて、次期指定管

理者の募集時には不整合が生じることが

ないよう留意する。 

【対応済】 

【結果】指摘 Ｂ－６ 
事業報告書の意義について 

事業報告書においては、開催

イベントの内容や利用人数や収

支報告などの結果は説明されて

いたが、協定書に掲げられてい

る目標を達成するために、指定

管理者が重要視しているプロセ

スや指標、対処すべきリスク・課

題が具体的に記載されていると

までは判断できなかった。指定

管理者の目線で県と対話ができ

るよう、具体的な視点を取り入

れて報告書を作成することが望

ましい。 

 

 

令和元年度業務の事業報告書に、会議

やイベント等の誘致にあたり、指定管理

者としての戦略や活動目標、また、それに

対する結果（成功、失敗）についての要因

分析を記載するよう指導した。 

【対応済】 

報告書 

40 ページ 

【結果】指摘 Ｂ－７ 
事業計画書と収支計画書、事業

報告書との整合性について 

指定管理者の提出した事業計

画書や業務計画書と事業報告書

の内容が整合しない事項があ

り、これについて事業報告書で

は特段の記載がなかった。指定

管理者は、まず事業計画書や収

支計画書、事業報告書を比較し

て、内容の整合性について確認

し、県に報告する必要がある。ま

た、この点について施設所管課

は、十分な指導を行う必要があ

る。 

 

 

 

事業計画を変更しようとするときは、

基本協定第27条３に基づき協議を行うよ

う指定管理者に対して指導するととも

に、令和元年度業務について、事業計画及

び収支計画の記載と事業報告書の記載の

照合を行い、一致することを確認した。 

【対応済】 

報告書 

43 ページ 

【結果】指摘 Ｂ－８ 
収支実績書（年次）、収支報告書

（月次）のあり方について 

年度の事業報告書に係る収支

実績書には、予算額と収入実績

 

 

 

令和元年度業務について、年度の事業

報告書に予算額と収入実績額との大きな

報告書 

43 ページ 
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額で大きく差額が生じているも

のについて、説明が記載されて

いなかった。 
また、月次の収支報告書にお

いては、単月及び累計の実績額

は記載されているものの、予算

欄が設けられておらず、期中の

予算実績管理（予実管理）が十分

に検討されているとは評価でき

なかった。 
予実管理を可能な限りタイム

リーかつ十分に行い、指定管理

者と施設所管課で情報共有し

て、その差を埋めていくための

新たな施策や改善策を実施する

ように努められたい。 

乖離が見られるときに記載する特記事項

欄を設けるとともに、説明を記載させた。  

併せて、令和２年度業務について、月次

の業務報告書に、予算額の記載欄と収入

実績額との大きな乖離が見られるときに

記載する特記事項欄を設けた。 

【対応済】 

【結果】指摘 Ｂ－９ 
適正な人件費の計上について 

収支実績書の人件費は概算金

額となっており、実績額の報告

が行われていない。施設所管課

に報告する際は概算値ではな

く、実績値で報告する必要があ

る。 

 

 

令和元年度業務に係る事業報告書に、

人件費の実績額を記載させた。 

【対応済】 

報告書 

44 ページ 

【結果】指摘 Ｂ－１０ 
契約書と異なる委託金額の報告

について 

県に報告されている第三者委

託の金額が、構成団体が外部（第

三者）と契約した金額ではなく、

共同事業体が構成団体に支払う

金額で報告されていた。共同事

業体は構成団体との間で書面を

交わしておらず、客観的には報

告金額が不適切なものとなって

いる可能性がある。 

 

 

 

令和元年度業務について、共同事業体

と構成団体との再委託契約書を提出さ

せ、事業報告書と照合を行い、一致するこ

とを確認した。併せて、令和２年度業務に

おける再委託契約書を提出させた。 

【対応済】 

報告書 

44 ページ 

【結果】指摘 Ｂ－１１ 
委託契約書の写しの入手漏れに

ついて 

施設所管課において管理業務

に係る再委託契約書が漏れなく

 

 

 

 令和元年度及び令和２年度業務におけ

る再委託契約書を提出させた。今後は年

報告書 

45 ページ 
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入手されていない。基本協定書

に基づき書類の入手、保管を行

い、事業開始までに十分な検討

を行う必要がある。 

度の事業開始までに再委託契約書を提出

するよう指導する。 

【対応済】 

【結果】指摘 Ｂ－１２ 
共同事業体と構成団体との収益

配分について 

共同事業体の代表団体の銀行

口座を経て、構成団体に対して

施設等維持管理費名目で毎月定

額が送金されていたが、当該送

金額に係る覚書等の文書化がさ

れていなかった。そのため、送金

額の妥当性が客観的に検討され

ているとは判断できない。 

 

 

 

 代表団体から構成団体への送金額の内

容や積算根拠を明確にするとともに、こ

れに基づく契約書等を早期に作成する。

同時に、構成団体における収支実績につ

いても把握できるよう共同事業体内の体

制を見直す。 

【検討中（対応進行）】 

報告書 

46 ページ 

【結果】指摘 Ｂ－１３ 
消防用設備点検結果不備事項の

未着手について 

毎年、消防用設備点検結果に

は多くの不備事項が検出されて

いるが、大半がその後も是正さ

れていない状況であった。不特

定多数の人が利用する施設にお

いて、消防設備の不備が是正さ

れない状況は問題であり、速や

かに改善すべきである。 
 

 

 

 

 早期に設備改修工事を発注し、機器の

交換等の軽微な事項は令和２年度中に改

善を完了した。大規模な改修が必要とな

る排煙設備等は、令和２年度中に設計を

完了し、令和３年度の早期に改善を完了

する。 

【検討中（対応進行）】 

報告書 

47 ページ 

【結果】指摘 Ｂ－１４ 
備品台帳の更新不備について 

新規に貸与された備品が指定

管理者の備品台帳に登録されて

いない状況が見られた。県有財

産に関しては、備品台帳に登録

したうえで管理する必要があ

る。また、貸与した施設所管課に

おいても、貸与資産が指定管理

者の備品台帳に登録されている

ことを確認する必要がある。 

 

 

 登録漏れがあった備品については、指

定管理者と確認し、台帳に登録した。 

【対応済】 

報告書 

48 ページ 

【結果】指摘 Ｂ－１５ 
使用が見込まれない備品の処分

について 

 

 

 

報告書 

49 ページ 
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備品台帳に開業年度（平成７

年度）に取得した資産が登録さ

れており、この中にはアナログ

機器も存在し、今となっては使

用することができない備品も含

まれている。 
資産管理業務の軽減や設置置

場の有効利用等の観点から廃棄

処理を検討する必要がある。 

 令和２年度内を目途に使用が見込まれ

ない備品は、指定管理者に返納させた後、

処分する。 

【検討中（対応進行）】 

【施設４】大分農業文化公園 ／ 【施設５】大分県都市農村交流研修館 

農林水産部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果】指摘 Ｃ－１ 

将来的なあり方と維持管理・更

新費用について 

当該施設の設置目的が将来的

にも県民のニーズに合致するも

のかどうか、検討を行ったうえ

で当該施設の将来的なあり方

（将来ビジョン）を定め、それに

基づいて修繕や追加投資の是非

を検討すべきである。 

 

 

 

 ニーズ調査や指定管理者評価部会の意

見を踏まえ、施設の今後のあり方を示す

将来ビジョンの策定に着手している。 

今後は、このビジョンや子育てや観光

等専門分野の外部有識者の意見を基に、

計画的に投資や修繕を実施する。 

【検討中（対応進行）】 

報告書 

50 ページ 

【結果】指摘 Ｃ－２ 
国庫補助金により整備された施

設について 

国庫補助金により整備された

施設であっても、必要に応じて

耐用年数到来前でも処分するか

どうかの検討を行うべきであ

る。 

 

 

 

 ニーズ調査や指定管理者評価部会の意

見を踏まえ、施設の今後のあり方を示す

将来ビジョンの策定に着手している。 

今後は、外部有識者による意見を基に、

整備施設のあり方について、存廃を含め

検討していく。 

【検討中（対応進行）】 

報告書 

51 ページ 

【結果】指摘 Ｃ－３ 
遊具等の計画的な保全措置の実

施について 

開園当時から設置している遊

具については、標準使用期間を

超過しており、利用者の安全対

策上早急かつ計画的に修繕して

いくことが望ましい。 

 

 

 

 遊具については、専門業者による年に

２回の安全点検を実施するとともに、公

園職員が週に１回点検を実施しており、

軽微な不良箇所については、その都度対

応を行っている。 

 今後は、策定する将来ビジョンや専門

業者による点検結果に基づき、遊具の計

画的な修繕を行っていく。 

報告書 

52 ページ 
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【対応済】 

【結果】指摘 Ｃ－４ 
利活用策の検討について 

事業目的に賛同してくれる企

業、団体等を募り、それら団体等

の保有する資源を活用し、少な

い予算でも実施できるイベント

等の企画を検討し、将来的には、

イベント企画や集客ノウハウを

有する企業、団体等を何らかの

かたちで参画させることも検討

すべきである。 

 

 

 企業・団体との連携として、農機具メー

カーによる展示会や大学と連携した米の

収穫体験などの取組を実施してきた。 

 次期指定管理者の募集要項に、新たに

集客ノウハウを持つ企業・団体と連携し

た取組を評価点として加えるとともに、

今後はアウトドアの専門知識を持つ企業

への働きかけなどにより集客を図ってい

く。 

【対応済】 

報告書 

53 ページ 

【結果】指摘 Ｃ－５ 
交流研修館における研修内容に

ついて 

交流研修館の研修は、従来の

研修に加えて、時代の変化に伴

い社会的関心が高くなっている

内容も折り込み、より利用者側

のニーズに応えていくことを検

討すべきである。 

 

 

 

 交流研修館利用者へのアンケートに加

え、新たにニーズ調査等を行い、どのよう

な研修が求められているのか把握した上

で、既存の人気講座は残しつつ、近年人気

のキャンプやシニア層を対象とした野菜

作り等をテーマとした講座を検討するな

ど、内容のリニューアルを行う。 

【対応済】 

報告書 

58 ページ 

【結果】指摘 Ｃ－６ 
目標指標の妥当性について 

目標数値の見直しが長期間行

われていないため、現状に照ら

し合わせて妥当かどうかの検討

を行うべきである。 

 

 

 これまでも来園者の現状を踏まえた上

で、目標数値を検討してきたところであ

る。令和３年度からの新たな指定管理期

間中の目標については、大分農業文化公

園サービス向上検討委員会や指定管理候

補者選定委員会の意見を踏まえ、具体的

なイベントや取組ごとの集客目標を積算

した上で、目標数値の見直しを行った。 

【対応済】 

報告書 

58 ページ 

【結果】指摘 Ｃ－７ 

メインターゲット（子育て世代）

のニーズ対応について 

農業文化公園の敷地は広大で

あるため、広い園内を楽に移動

できる手段として貸自転車が配

 

 

 

 子ども用自転車は、令和２年３月に６

台導入済み。 

 ヘルメット着用の義務付け等を行う

報告書 

59 ページ 
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備されている。１人乗り自転車

は２時間 350 円、３人乗り電動ア

シスト自転車は 600 円で貸し出

されている。 

１人乗り自転車は身長 145 ㎝

以上の利用者を対象とし、３人

乗り電動アシスト自転車は、大

人とフロント部分に１歳以上３

歳以下、リア部分に３歳以上５

歳以下の幼児を対象としてい

る。 

小学校５年生の平均身長が

145 ㎝であることから、６歳超で

身長 145 ㎝未満の子どもは、貸自

転車を利用することができな

い。 

現状、身長 145 ㎝未満の子ども

は、自家用自転車を園内に持ち

込むことによって、家族で自転

車での散策ができるが、幅広い

利用者が貸自転車を利用できる

よう改め、利用者満足度を上げ

ることが望ましい。 

そのため、ヘルメット着用の

義務付けやひじ用・ひざ用サポ

ーター着用の推奨等の安全面に

配慮を行ったうえで、子ども用

の貸自転車を配備すべきであ

る。 

他、坂道やカーブ等の危険箇所について

は、案内板により注意喚起を行っている。

また、衝撃緩和材ガードレールや側溝の

蓋の設置などの安全対策も計画的に実施

していく。 

【対応済】 

【結果】指摘 Ｃ－８ 
売上金の入金方法について 

売上金を銀行に入金する際

は、盗難や紛失等のリスクを勘

案して、複数名の職員で行う等

のルールを設けるべきである。 

 

 

 職員が２名で定期的に銀行に入金する

よう改善した。 

【対応済】 

報告書 

60 ページ 

【結果】指摘 Ｃ－９ 
売上金の確認方法について 

売上金の確認は、ＰＯＳレジ

スターの精算レシートと現金の

残高が一致していることを確認

すべきである。 

 

 

 閉園後に、ＰＯＳレジスターの精算レ

シートと現金の残高の一致を確認するよ

う改善した。 

【対応済】 

報告書 

60 ページ 
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【施設６】大洲総合運動公園 

土木建築部 【結果】指摘 Ｄ－１ 

施設老朽化対策と今後の利活用

について 

設置から約 40 年が経過し、設

備の老朽化等が進んでおり、今

後は建物修繕コストや不具合等

による利用制限や事故発生のリ

スクが増加する可能性がある。

ついては、老朽化対策や今後の

利活用も盛り込んだ施設のあり

方を示すことが望ましい。 

 

 

 

 大洲総合運動公園の施設の改修等は

「大分県公園施設長寿命化計画（2019 年

10 月）」をベースとしている。 

 主なものとしては、硬式野球場は平成

23 年度にスコアボートの改修とグラウン

ドの拡張を実施し、プールについては、平

成 26 年度に撤去を行い、その跡地に第２

駐車場とみんなの広場を設置、また、テニ

スコートについては、平成 30 年度から令

和２年度にかけて、Ｂコートはハードか

ら砂入り人工芝に改修し、Ａコートはハ

ードの舗装の改修を行うなど、適宜、施設

の改修等に取り組んでいるところであ

る。 

 今後も、上記計画に沿った施設改修等

の実施及び運営を行っていくこととする

が、一方で、大分市への譲渡など、今後の

施設のあり方についても検討を行ってい

く。 

【対応済】 

報告書 

62 ページ 

【結果】指摘 Ｄ－２ 

指定管理者の人的課題について 

「指定管理者側に十分に業務

に精通した人員が整っている

か」「職員の高齢化の進行によっ

て、将来的に業務の継続が困難

になるようなリスクがないか」

等の人的課題についても、施設

所管課においてモニタリングす

べきである。 

 

 

 「業務に精通した人員」について、通常

時は担当・副担当による対応を行い、ま

た、職員の退職時においては、一定期間、

新旧職員を併任させることでノウハウを

引き継ぎ、スムーズな業務の履行に努め

ている。また、「職員の高齢化」について

は、特定の年代に偏りがないように年代

に考慮した採用を行っていることを今年

度のモニタリングにおいて確認を行っ

た。 

なお、今後も引き続きモニタリングに

よる確認を行うこととする。 

【対応済】 

 

 

報告書 

64 ページ 
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【施設７】大分スポーツ公園 

土木建築部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果】指摘 Ｅ－１ 

公園利用者数の増加方法の検討

について 

スポーツ公園の利用者数を大

きく増やす目標とするならば、

優先順位として最大の収容施設

である総合競技場（昭和電工ド

ーム大分）の利用者数を増やす

ことが最も効率的な方法であ

る。 
しかし、昭和電工ドーム大分

には、Ｊリーグのサッカー試合

を開催するために、事実上の利

用制限がかかっており、指定管

理者によりイベントを主催でき

る機会が限られている。 
したがって、昭和電工ドーム

大分の利用者数（入場者数）の増

加においては、指定管理者と県

がともに増加方法を検討してい

くことが効果的であると考え

る。 

 

 

 

公園利用者数を増加させる１つの方法

として各種大会やイベントの誘致が考え

られる。 

そのため、県と指定管理者が共同し、令

和２年 11月に各種競技団体を集め「令和

３年度以降における大規模なスポーツ大

会誘致に係る説明会」を開催した。また、

今後の昭和電工ドーム大分の利用予定に

ついて情報共有し、イベント誘致可能時

期について確認及び調整するため、県・指

定管理者・大分フットボールクラブの３

者が集まり利用調整会議を開催した。 

今後もこうした取り組みを続けてい

く。 

【対応済】 

報告書 

66 ページ 

【結果】指摘 Ｅ－２ 
指定管理者に対する目標指標の

あり方について 

大分県の目標値としては、投

下資本の回収、県民全体利用の

観点からもＪリーグの観客数を

含めた全体の利用人数を把握す

る必要性がある。 
ただ、大分トリニータの主催

ゲームに係る入場者数について

は、現在の指定管理者の立場か

らは、改善の手段がかなり制約

されている。 
指定管理者が仮に大分フット

ボールクラブであれば、入場者

数の増加への取り組みは発揮さ

れやすいが、それ以外の業者が

指定管理者である場合には、大

 

 

 

 次期指定管理者公募においては、所管

課として大分トリニータの試合を除いた

利用者数を指定管理者の目標指標として

設定する方針とする。 

なお、公募条件設定の際には、改めて財

政課や行政企画課と協議の上、最終調整

を行う。 

【対応済】 

報告書 

66 ページ 
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分トリニータの試合を除いた利

用者数を算出し、その数値をも

って評価した方が、指定管理者

としての成果を的確に判断でき

ると思われる。 
【結果】指摘 Ｅ－３ 
公募の応募者数について 

当指定管理業務は、公募であ

るものの、申請は１者に留まっ

ている。複数業者の公募参入に

よって競争原理が働き、コスト

削減効果をさらに高めることが

できる。 
公募に対する申請者数が１者

に留まった要因を施設所管課は

十分に分析し、指定管理のあり

方や公募条件に見直しの余地が

ないか検討することが望まし

い。 

 

 

 公募に対する申請者数が１者に留まっ

た要因については、関係先（他の指定管理

者等）の意見を参考にするため実態調査

を行った。 

今後調査回答をもとに、次期公募にむ

けて複数業者が参入しやすくなる指定管

理のあり方や公募条件の見直しの余地な

どについての検討を行う。 

【対応済】 

報告書 

68 ページ 

【結果】指摘 Ｅ－４ 
利用実態からの利用日等の見直

しについて 

施設の利用日及び利用時間に

ついては、大分県都市公園条例

施行規則において定められてい

るが、その利用日及び利用時間

について、利用実態から見直し

が検討されているような資料を

確認することはできなかった。 
指定管理者及び施設所管課は

利用実態を踏まえ、利用日及び

利用時間が、施設の安全面や効

率性の面から望ましい状況とな

っているか協議、検討する必要

がある。 
なお、協議の結果については、

文書に残すことが望ましい。 

 

 

 

 過去の利用日及び利用時間の変更実績

により利用実態を分析し、現状の利用日

及び利用時間の設定が望ましい状況とな

っているかについて、指定管理者と協議・

検討を行った。 

【対応済】 

報告書 

69 ページ 

【結果】指摘 Ｅ－５ 
協定書の締結日とその他文書の

提出日との整合性について 

協定書が締結される前に、業

 

 

 

 今期（H31.4.1～R6.3.31）指定管理の基

報告書 

69 ページ 
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務計画書が提出される形となっ

ていた。協定を締結してから計

画書を提出するように協定締結

を早めるか、業務計画書の提出

日を遅らせる必要がある。 

本協定書においては、H31.3.19 付で協定

を締結し、H31.3.25 までに業務計画書を

提出するものと規定しており、適正に処

理を行った。 

【対応済】 

【結果】指摘 Ｅ－６ 

収支計画書（予算額）のあり方に

ついて 

受託管理業務において、平成

29 年度の人件費の決算額が

75,089 千円となっているが、平

成 30年度の業務計画書の人件費

予算額が 57,000 千円となってい

たことについて、その要因を施

設所管課が把握、検討せず計画

書を受理している。 

監査人から当該要因につい

て、現地視察時に指定管理者側

に質問したが回答が得られず、

予算額の根拠が提示されなかっ

た。 

収支計画書の提出が目的化し

た、形式的な作業となっている

可能性がある。収支計画書の作

成意義を明らかにしたうえで、

実現可能性のある数値を計画書

に掲げ、事業を実施していくべ

きである。 

 

 

 

 令和２年度の業務計画書より、提出さ

れた収支計画書の内容について指定管理

者に予算額の根拠を確認し、実現可能性

のある数値とするよう指導した。 

【対応済】 

報告書 

69 ページ 

【結果】指摘 Ｅ－７ 

収支計画書（予算額）と収支報告

書（決算額）との差額について 

収支計画書（受託管理業務）の

予算額と、事業報告書の収支報

告書の決算額について重要な乖

離が生じているにもかかわら

ず、備考欄に記載がなかった。 
予算額（収支計画書）と決算額

（事業報告書）との重要な差額

については、施設所管課は指定

管理者に説明を求め、評価・検討

し、記録を残すことが必要であ

 

 

 

 令和元年度決算より、予算額と決算額

に大幅な乖離が生じている場合について

は、指定管理者に説明を求め、その内容に

ついて記録をしている。 

【対応済】 

報告書 

70 ページ 
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る。 
【結果】指摘 Ｅ－８ 

収支報告書の様式について 

収支報告書は、予算額の欄が

記載されず決算額のみが記載さ

れる様式となっているが、今後

は予算額を併記して、決算額と

の差額が一目でわかるように収

支報告書の様式を見直す必要が

ある。 

 

 

 令和元年度収支報告書より、予算額と

決算額を併記し、決算額との差額が一目

でわかる形に様式を見直している。 

【対応済】 

報告書 

70 ページ 

【結果】指摘 Ｅ－９ 

利用人数の報告誤りについて 

事業報告書の管理施設の利用

状況及び目標指標の達成状況の

施設ごとの利用者数について、

根拠資料と照合したところ、昭

和電工サッカー・ラグビー場の

利用者数（平成 30 年度）におい

て誤りが見られた。 

施設所管課は、指定管理者か

らの事業報告書へのチェックを

適切に行い、必要な指導を行っ

ていく必要がある。 

 

 

 実地モニタリングにおいて、利用者数

の根拠資料と照合することにより、適切

な報告が行われているかを確認し、指定

管理者に対して必要な指導を行った。 

【対応済】 

報告書 

71 ページ 

教育庁 【結果】指摘 Ｅ－１０ 

特定の団体への使用料減免の取

扱いについて 

県軟式野球連盟による野球場

の一部使用について使用料が 5

／10 減免されているが、他競技

他団体との公平性の観点から、

見直しを検討することが望まし

い。 

 

 

 

 県内の軟式野球人口は多世代に通じて

多く、県民スポーツの普及や生涯スポー

ツの推進等、減免措置による波及効果は

高いと考えられるが、他の競技団体との

公平性を考慮し、令和２年度からは、野球

場の使用料減免にかかる申請書提出前

に、当該連盟と協議を行い、減免の可否や

減免割合等を随時検討することとした。 

【対応済】 

報告書 

71 ページ 

土木建築部 

 

 

 

 

 

【結果】指摘 Ｅ－１１ 

植栽等の伐採実績の把握につい

て 

緑地管理について、仕様書に

基づき作成された遷移阻害種伐

採計画に対して実績としてどれ

 

 

 

 令和元年度より、遷移阻害種伐採の計

画と実績が比較可能な資料を作成してい

る。 

報告書 

71 ページ 
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くらい伐採が行われたか比較で

きる資料が作成されていなかっ

た。次回の計画作成や委託料を

算定する際の資料にもなると考

えられるため、比較資料を作成

されたい。 

今後もよりわかりやすい資料となるよ

う、適宜見直しを行っていく。 

【対応済】 

【施設８】ハーモニーパーク 

土木建築部 【結果】指摘 Ｆ－１ 

竹林エリア（実証展示林）の管理

について 

実証展示林については多数の

来客を求めるのではなく、竹に

関連した産業を育成する方向で

活用すべきである。そのために

実証展示林を管理する施設所管

課をひとつにまとめるべきであ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 

 

 

 ハーモニーパークは都市公園として、

園路、トイレ、ベンチ等の整備や定期的な

清掃・除草等など公園としての維持管理

が行われていることから、隣接する林産

振興室所管の実証展示林（いわゆる山林）

とは管理の程度が異なるため、各所管課

において、今後も適切な管理を行ってい

くこととしている。 

 一方で、実証展示林のあり方について

は、竹林資源活用団体による管理や、間伐

した竹林の新たな資源としての利用な

ど、団体への委託による管理運営を選択

肢の一つとして検討しており、年度毎の

間伐等の範囲や方法等など、関係機関（実

証展示林を所管する公園・生活排水課及

び林産振興室、指定管理者、竹林資源の活

用団体）で協議を行っているところであ

る。 

今後も、関係機関が一体となって作業

を進めていく。 

【対応困難】 

報告書 

74 ページ 

【結果】指摘 Ｆ－２ 

指定管理者のノウハウが活用で

きない指定管理業務の見直しに

ついて 

指定管理者制度の目的は、「多

様化する住民ニーズにより効果

的、効率的に対応するため、地方

自治体が設置する公の施設の管

理に民間の能力を活用すること

により、住民サービスの向上や

 

 

 

 

 実証展示林エリアの管理は維持管理を

ベースとし、指定管理業務内容の見直し

により過度な負担を軽減した。具体的に

は、令和２年度の指定管理更新の仕様書

から実証展示林エリアでの利活用事業を

削除した。 

報告書 

76 ページ 
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経費の節減等を図ること」であ

る。 
実証展示林エリアは、テーマ

パーク「ハーモニーランド」が有

しているノウハウを活用できる

ような立地ではないため、集客

を目的とするのであれば、次回

の指定管理者選定の際には、実

証展示林エリアを除外すべきで

ある。 

 なお、管理のあり方について、令和３年

度設立予定の竹林資源利活用団体への委

託も選択肢の一つとして検討を進めてい

る。 

【対応済】 

【結果】指摘 Ｆ－３ 
「実証展示林を都市公園として

管理すること」について 

指定管理区域の実証展示林エ

リアは、都市公園ということを

前提に利活用の検討が行われて

いるが、都市公園として保持し

続けるべきか否か検討すべきで

ある。 

 

 

 

 実証展示林エリアを都市公園から除外

（廃止）することについて検討した結果、

以下の理由により困難であると判断され

る。 

 

１ 都市公園は、都市公園法第 16条第１

項第１号から第３号に掲げる場合（①

公益上特別の必要がある場合、②代替

えの都市公園を設置する場合、③土地

貸借契約終了の場合）を除き、全部又は

一部を廃止することは原則禁止される

（②の方法でしか廃止できない。）。 

２ ハーモニーパークは都市計画決定さ

れているため、都市公園の区域の変更

（実証展示林区域を都市公園区域から

除外）を行う場合には、別途、都市計画

決定の変更の手続きが必要となる。 

３ 実証展示林エリアを都市公園から除

外しても必要最小限の維持管理は必要

となるため、維持管理費の節減効果は

少なく、都市公園の廃止及び都市計画

決定の変更手続きに係る労力や代替公

園の設置に係る高額な事業費を考えた

場合は、メリットよりもデメリットの

方がはるかに大きいと考えられる。 

【対応困難】 

 

 

報告書 

77 ページ 
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【施設９】港湾環境整備施設（大分港西大分地区） 

土木建築部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果】指摘 Ｇ－１ 

附属地及び使用許可のあり方に

ついて 

にぎわいづくりや公平性の観

点から、使用許可のあり方（新規

利用者の選定方法）について適

切なものか検討すべきである。 
なお、附属地に立地する結婚

式場やライブハウスは、複数者

の提案競技を経た上で使用を許

可しており、一定の合理性はあ

るが、今後も交流厚生用地上の

附属地に空きが生じた場合、公

平性を担保する観点から、提案

競技等により新たな利用者を選

定すべきである。 

 

        

       

現在の利用者の選定にあたっては、提

案競技により行っており、適切なものと

判断する。 

今後も交流厚生用地上の附属地に空き

が生じた場合、公平性を担保する観点か

ら提案競技等により新たな利用者を選定

する。 

【対応済】 

報告書 

86 ページ 

【結果】指摘 Ｇ－２ 

港湾環境整備施設の評価につい

て 

港湾環境整備施設の設置目的

は、水際線の多くが工業用地等

で占められる大分港で、港湾な

らではの景観、水際線の景観を

活かした憩いの空間を提供する

ためとされている。 
港湾環境整備施設（緑地、広

場、公衆便所、駐車場）の利用状

況を評価する場合、駐車場の利

用台数は、交流厚生用地上の施

設の稼働状況とも密接に関係し

ており、「大分港西大分地区のに

ぎわいづくり」の状況を測る目

安にもなるため、利用台数の推

移や駐車場利用者の利用目的等

の調査を行うことが望ましい。 

 

 

 

港湾環境整備施設（緑地、広場、公衆便

所、駐車場）の利用状況及び利用目的を把

握するため、駐車場の利用台数及び利用

アンケート調査を実施した。施設利用者

に対して、よりよい｢憩いの空間｣として

提供できるよう、調査結果を今後の施設

運営に活かしていく。 

【対応済】 

報告書 

87 ページ 

【結果】指摘 Ｇ－３ 

委託業者の選定について 

大分港西大分地区駐車場管理

運営業務委託が随意契約とされ

ている理由は、「委託業務内容の

 

 

 駐車場機器の耐用年数10年を経過する

令和３年度（平成 23 年度導入）の契約時

に 10 年間のリースを前提とする初期投

報告書 

89 ページ 
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うち平成 23年４月の一般競争入

札によって駐車場機器が設置さ

れているため、競争入札の実施

によって業者が変わった場合、

駐車場機械の入替工事（旧機械

の撤去及び新機械の設置）が必

要となり、工事期間において使

用制限や安全管理に問題が生じ

る他、経費やリース料が割高と

なるため、競争入札に付するこ

とが不利と認められる」といっ

た点である。 

当初の一般競争入札時に、複

数年随意契約となり得ることが

予見可能である契約について

は、イニシャルコストのみなら

ずランニングコストも含めて勘

案して業者が決定される関係規

則等の見直しが必要である。 

資、維持管理費を勘案した一般競争入札

を実施する。 

【対応済】 

【結果】指摘 Ｇ－４ 

保全整備の中長期的な観点につ

いて 

大分港西大分地区の修繕計画

は、修繕の発生要因が突発的な

ものが多いため、具体的に策定

されていない。しかし県民利用

施設は、建設取得のみならず維

持管理コストも毎年度経常的に

発生することから、可能な限り

効率的かつ効果的な管理運営が

求められている。 

今後は、委託先からの管理報

告や要望・苦情内容等を踏まえ

て、中長期的な投資・修繕コスト

を推計したり、腐食や故障、部品

交換等の頻度などを鑑みて、材

料の変更を検討することが望ま

れる。 

 

 

 

 経常的に発生する維持管理コストの削

減に向け、１年間に数回の頻度で交換を

行っていた支柱（天然木）の材質を、擬木

（腐食しないプラスチック）に変更した。 

今後も、これまでの修繕経費の推移や、

委託業者からの要望等を踏まえ、長期的

な見通しを考えながら、適切な管理運営

に努める。 

【対応済】 

報告書 

89 ページ 

【施設１０】大分県立図書館 

教育庁 

 

【結果】指摘 Ｈ－１ 

視聴覚ホールの有効利用につい

 

 

報告書 

90 ページ 
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て 

視聴覚ホールは現在映画鑑賞

会や講演会等で活用されている

ものの、年間を通した稼動率は

高いとはいえないため、提供で

きる視聴覚資料の増加に努める

とともに、関係機関等と連携し

て講演会等を開催すること等、

有効活用に向けた方策を検討さ

れたい。 

 

 郷土資料映像などに加え、上映権付き

映画やアニメなどのコンテンツの充実を

図り、ライブラリーシアターなどでの鑑

賞機会の提供に努める。また、映像音響設

備の改修によりホールとしての機能を高

め、関係機関と連携し、活用機会の増加に

努める。 

 なお、同ホールは、窓のないシアター的

施設であるため、利用にあたっては、社会

的距離の確保や十分な換気、消毒など感

染症予防対策を徹底する。 

【対応済】 

【結果】指摘 Ｈ－２ 

貸出冊数の減少について 

施設の有効活用といった観点

では「利用者数」は重要指標であ

るが、資料（図書）の有効活用と

いった観点で「貸出冊数」も重要

指標となる。 
貸出冊数の減少について全体

の期間比較は行われているが、

世代別や地域別、分野別の貸出

状況を丁寧に分析・検討して、図

書の利用促進等について改善す

べき点がないか等、客観的に見

直すべきである。 

 

 

 月１回開催している「課長・総括担当会

議」（館長～各担当の総括）で、図書館シ

ステムから、利用者の年齢別貸出冊数デ

ータを共有し、図書選定での作業データ

としても活用する。 

 また、毎年度発行している「要覧」中に、

貸出冊数の期間比較に加えて、年齢別比

較を掲載する。 

【対応済】 

報告書 

91 ページ 

【結果】指摘 Ｈ－３ 

リクエストの入力について 

所蔵して欲しい本について、

来館してリクエスト受付票を提

出することは、遠方の利用者に

は負担が大きいと思われる。 

所蔵の有無はホームページ蔵

書検索で確認できることから、

図書館に来館しなくても、ホー

ムページ上でリクエストできる

ようにすることが効率的であ

る。例えば、蔵書検索で所蔵がな

いことが表示された画面からリ

クエスト画面に進むよう設定さ

 

 

 令和２年９月９日より、県立図書館ホ

ームページより、リクエスト受付票をダ

ウンロードし、郵送またはＦＡＸで申請

できる方法の他に、簡易申請により、直接

Ｗｅｂ申請できるシステムを開始した。 

【対応済】 

報告書 

94 ページ 
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れることが望ましい。 

【結果】指摘 Ｈ－４ 

１者契約の妥当性について 

一般競争入札を行っている委

託契約に、応札企業が１者とな

っている契約があった。例えば、

公募の公告時期を前倒しして、

競争機会を確保する等して、応

札企業を増やす工夫を検討すべ

きである。 

 

 

 公告期間の延長や、県立図書館、県ホー

ムページへの掲載のほか、該当の入札参

加資格を有する者への直接周知等によ

り、応札企業の増加を促進する。 

【対応済】 

報告書 

94 ページ 

【結果】指摘 Ｈ－５ 

第三者委託（再委託）の業務の実

施確認について 

委託業務に係る第三者委託

（再委託）がどのように実施さ

れたのかが、業務実施報告等で

確認できなかった。 

 

 

 

 受託者に対して、業務実施報告書に、対

象業務の直接実施者（再委託先）を明示す

るよう徹底した。 

【対応済】 

報告書 

95 ページ 

【結果】指摘 Ｈ－６ 

除籍における不用判断の検討対

象資料の抜き出し基準の明確化

について 

資料の除籍についての不用判

断は、施設の利用効率性や業務

効率性の観点、さらには利用頻

度等を総合的に勘案して行って

いる。その際、検討する対象資料

の抜き出しについて、担当者に

よって処理に差が生じないよ

う、何らかの目安を除籍基準等

に織り込むことが望ましい。 

 

 

 

 

 既存の除籍基準を廃止し、新たに除籍

規程を設け、受入れからの期間経過を中

心要件として資料の抽出を行うよう定義

した。 

なお、除籍の決定は館長が行うことを

改めて明文化した。対象資料の抜き出し

については、10 年経過毎に行うことを目

安に運用する。 

【対応済】 

報告書 

95 ページ 

【施設１１】大分県立香々地青少年の家 ／ 【施設１２】大分県立九重青少年の家 

教育庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果】指摘 Ｉ－１ 

２施設存続の将来検討について 

将来的な人口動向や県内の類

似施設との役割分担等を再確認

し、将来的にも、県として青少年

の家を２施設保有し続ける必要

性について、検討すべきである。 

 

 

 九州各県と比較しても施設の数は多く

なく、定期的に施設保全も行っている。利

用者数も年々増えている状況にあり、県

として必要な施設である。今後も人口動

向を見極めながら、県民に愛され、魅力あ

る施設になるよう検討していく。なお、将

来的な必要性については、大規模な投資

が必要となる際に改めて検討する。 

報告書 

98 ページ 
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【対応済】 

※九州各県の県立青少年教育施設の数 

 福岡県（４施設）、佐賀県（３施設）、 

長崎県（５施設）、熊本県（４施設）、 

  宮崎県（３施設）、鹿児島県（４施設）、 

沖縄県（６施設） 

【結果】指摘 Ｉ－２ 

広報活動について 

県広報誌やホームページ、Ｓ

ＮＳ等を利用した情報発信等、

今まで実施してきた広報活動に

加えて、イベント企画や集客ノ

ウハウを有する企業や団体を何

らかの形で参画させることがで

きないかを検討すべきである。 

 

 

 青少年の家の利用拡大のため、幅広く

意見を聞くことは大切なことである。地

元企業、地元商工会、地域おこしグループ

などから施設運営についてアドバイスを

受け、イベント内容の充実や青少年の家

の設置趣旨に則った利用者の増加に向け

取組んでいる。 

【対応済】 

報告書 

99 ページ 

【結果】指摘 Ｉ－３（施設 11） 

使用禁止資産の復旧について 

使用禁止となっているバンガ

ローやアスレチックジムについ

て、将来的にどのような取り扱

いをするかも含めて検討する必

要がある。そのために、「過年度

の設備の利用頻度、復旧後の効

果、復旧に係る費用」等を検証で

きる資料を作成すべきである。 

 

 

 過去の利用実績と今後の利用状況や活

用方法を検討した上で、バンガローおよ

び既存のアスレチックジムの必要性につ

いて将来的な修繕費や教育的効果を検証

し、再精査を行う。 

【検討中（対応進行）】 

報告書 

101 ページ 

【結果】指摘 Ｉ－４（施設 12） 

青少年の家を利用できる者の制

限について 

青少年の家を利用できる者

は、青少年の家の設置趣旨に則

った利用者に制限すべきであ

る。 

 

 

 

 青少年の家は「大分県青少年の家の設

置及び管理に関する条例」に基づき、児

童・生徒、青少年・社会教育団体に対し、

各々が実施するレクリエーションや集団

宿泊研修等の場としての利用を許可して

いる。学校や団体の利用が僅少である閑

散期（２～３月）においては、同条例第５

条第１項第４号（その他青少年の家を利

用させることが適当と認められるもの）

及び第７条（利用許可の制限）を踏まえた

うえで、施設の有効利用を図るため、民間

企業の研修の場として、施設の利用を許

報告書 

101 ページ 
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可している。 

 今後も、青少年の家の設置目的である

【青少年の心身の健全な育成・社会教育

の振興】に則り、「民業圧迫」とならぬ範

囲で施設の有効利用を図りつつ、施設を

通じて学校教育の支援強化に取組んでい

く。 

【対応困難】 

【施設１３】大分県立埋蔵文化財センター 

教育庁 【結果】指摘 Ｊ－１ 

施設転用ノウハウの共有につい

て 

来館者数が移転前の 10倍に増

加したこと、旧ホール等を文化

財の収蔵スペースに改装する

等、転用の成功例として評価で

きる。今後の他施設における施

設転用に生かすため、転用に関

する資料やノウハウを保存及び

共有すべきである。 

 

 

 

 移転前の埋蔵文化財センターの状況や

移転の施設計画及び展示計画などがコン

パクトに記載されている「大分県教育庁

埋蔵文化財センター整備基本方針」のデ

ータを文化課と埋蔵文化財センターに保

存するとともに、データについては、職員

が閲覧可能なスペースにデータを格納

し、今後の他施設の転用を検討する際の

参考となるよう、情報の共有化を行った。 

【対応済】 

報告書 

104 ページ 

【結果】指摘 Ｊ－２ 

目標指標の追加設定について 

来館者数のみの目標値だけで

なく、小中学校等の教育機関に

対する取組の成果が見える評価

指標も定めることが望ましい。 

 

 

 令和２年度から「小中学校、高校、大学

やその他教育関係団体の施設利用件数」

を指標として、令和６年までの中期目標

値を設定し、毎年度、主管課と達成状況に

ついて検証を行っていく。 

【対応済】 

報告書 

105 ページ 

【結果】指摘 Ｊ－３ 

遺物の管理について 

遺物の管理方法に係る問題事

項について、改善することが望

ましい。 

   

 

 令和２年度から報告書作成年度に、新

たに発掘された出土遺物の遺物別、ラン

ク別の収納分類を進めていく。今後は、デ

ータベースと報告書の掲載番号、表記方

法、収納箱等を統一するとともに、データ

ベース上で、保管場所、貸出し状況等の詳

細情報管理を行っていく。過去に調査し

た出土遺物については、改善計画を立案

し、順次、計画的に収納分類を行ってい

報告書 

107 ページ 
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く。 

【対応済】 

包括外部監査の結果に添えて提出する意見に関するもの 

総務部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見１】 

将来ビジョンの必要性について 

施設所管課が中心となって施

設の固有の課題を把握したうえ

で、課題を解決するための最善

な方法を検討し、将来ビジョン

を明確に策定する必要がある。

また、将来ビジョンの実効性を

担保するため、指定管理施設の

募集要項・基本協定に反映する

ことが望ましい。 

 

 

 指定管理施設全26施設の将来ビジョン

を令和４年度までに策定する。策定した

将来ビジョンについては、以降の指定管

理施設募集要項等に反映させることとし

た。 

【対応済】 

報告書 

112 ページ 

【意見２】 

将来ビジョンの内容について 

将来ビジョンにおいては、施

設所管課が中心となって、「根拠

に基づいた検討結果」及び「長期

間に渡る施設のあり方」等を示

すことが望ましい。 

 

 

 指定管理施設所管課室が、指定管理施

設評価シートの作成や必要に応じた県民

ニーズ調査等の実施により、現在の施設

実態を把握したうえで、「根拠に基づいた

検討結果」として施設の存続（利活用若し

くは整理統合）又は廃止を決定し、「長期

間に渡る施設のあり方」等を将来ビジョ

ンにおいて示すこととした。 

【対応済】 

報告書 

113 ページ 

【意見３】 

根拠に基づいた検討について 

施設ビジョンにおける「根拠

に基づいた検討」（評価項目、判

断基準等）については、「施設共

通の基準」と「施設個別の基準」

の２つの基準で構成することが

望ましい。この基準をもとに、施

設の存廃・整理統合・利活用につ

いて、合理的な検討結果を導き

出すべきである。 
 
 

 

 

 指定管理施設所管課室が、「施設共通の

基準」と「施設個別の基準」の２つの基準

で構成された指定管理施設評価シートを

作成し、施設の存続（利活用若しくは整理

統合）又は廃止について、「根拠に基づい

た検討」による合理的な結果を導き出す

こととした。 

【対応済】 

報告書 

114 ページ 

【意見４】 

長期間に渡る施設のあり方につ

いて 

 

 

 

報告書 

117 ページ 
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施設ビジョンにおける「長期

間に渡る施設のあり方」につい

ては、10 年以上の期間を想定し、

県民ニーズ及び施設特性（設置

目的、内部及び外部環境等）を踏

まえ、目指すべき施設像及び利

用者像（利用者ターゲット）を確

立すべきである。また、現在の施

設実態との違いや克服すべき課

題、課題解決の優先順位等につ

いても、具体的に記載すること

が望ましい。 

 指定管理施設所管課室が、指定管理施

設評価シートの作成や必要に応じた県民

ニーズ調査等の実施により、現在の施設

実態を把握したうえで、おおよそ１０年

間を目処に目指すべき施設像及び利用者

像（利用者ターゲット）を確立させ、将来

ビジョンに反映させると共に、目指すべ

き像を達成するための課題とその解決

策、実行方法、期間を、具体的且つ課題解

決の優先順に記載することとした。 

【対応済】 

【意見５】 

予測利用者数の試算について 

施設の存廃及び利活用を検討

するうえで、基礎的な数値とな

る予測利用者数について、根拠

に基づいた試算方法及び判断基

準を検討し、今後、作成が望まれ

る将来ビジョンに、その試算結

果を掲載すべきである。 

 

 

 指定管理施設所管課室が、指定管理施

設評価シートにおいて予測利用者数を試

算し、将来ビジョンにその結果を掲載す

ることとした。 

【対応済】 

報告書 

117 ページ 

【意見６】 

予測利用者数の活用について 

算出が望まれる予測利用者数

は、施設の存廃及び利活用の検

討材料とするとともに、社会の

変化に即した施設の総量や管理

方法、目標指標等の適正化に活

用することが望ましい。 

 

 

 指定管理施設所管課室が、指定管理施

設評価シートにおいて予測利用者数を試

算し、施設の存続（利活用若しくは整理統

合）又は廃止の検討材料とするとともに、

社会の変化に即した施設の総量や管理方

法、目標指標等の適正化に活用すること

とした。 

【対応済】 

報告書 

122 ページ 

土木建築部 

 

 

 

 

 

 

【意見７】 

利用者数を把握していない施設

について 

利用者数を把握していない施

設については、利用者数の把握

もしくは代替指標を設け、利用

状況を評価すべきである。また

代替指標を用いる場合は、適切

な方法で将来の利用予測を検討

してもらいたい。 

 

 

 

港湾環境整備施設（大分港西大分地区）

のように、利用者数の把握が可能な施設

については、駐車台数の推移や、利用目的

等の調査分析を行うとともに、ニーズの

把握に努める。 

【対応済】                                          

 

報告書 

122 ページ 
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総務部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見８】 

将来ビジョンの様式について 

施設の将来ビジョンについ

て、全庁における共有や施設間

の比較が可能となるよう、「全施

設共通の様式」を示すべきであ

る。 

また、施設所管課は一定期間

毎に庁内外の各方面から助言を

受けたうえで、内容を更新し、県

有財産経営室等あて提出するこ

とが望ましい。 

 

 

将来ビジョンについては、全施設共通

の様式とする。 

 また、指定管理施設所管課室は、指定管

理更新のタイミング毎に庁内外の各方面

から助言を受けたうえで内容を更新し、

県有財産経営室等あてに提出することと

した。 

【対応済】 

 

報告書 

123 ページ 

【意見９】 

将来ビジョンの更新時期及び内

容反映について 

施設の将来ビジョンの内容

は、指定管理の更新年度の２年

度前までに更新し、その内容を

更新１年度前に行う更新手続

（募集要項・基本協定の作成）に

反映することが望ましい。 

 

 

 

 将来ビジョンは、指定管理更新の２年

度前（公募の前年度）までに更新すること

とし、更新したビジョンを次回公募条件

等に反映させるサイクルとした。 

【対応済】 

報告書 

128 ページ 

【意見 10】 

利用者アンケートの内容（質）向

上について 

利用者アンケートの内容につ

いては、施設利用者の満足度等

を測り、施設の充実に繋がる結

果を得られるよう、質問項目等

を再構成すべきである。 

 

 

 

 指定管理施設における利用者アンケー

トの内容については、利用者情報の把握・

分析・活用を効果的なものへと向上させ

るため、令和元年１１月に施設所管課に

対しアンケートに関する研修会を開催し

た。さらに、アンケートの改善をより実効

性あるものとするために、令和２年２月

にアンケートに関する個別相談会を開催

した。同年３月には、各施設のアンケート

における課題への対応の検討の結果をフ

ォローアップするため、改善状況につい

て照会を行ったが、ほぼ全ての施設にお

いて、研修会や相談会を経て質問項目等 

の再構築を行っている。今後も、定期的に

アンケートの改善を実施していくことと

したい。 

【対応済】 

報告書 

131 ページ 
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【意見 11】 

利用者アンケートの回収数（量）

向上について 

利用者アンケートの回収数に

ついては、施設利用者の満足度

等を測り、施設の充実に繋がる

結果を得られるよう、増加させ

るよう努めるべきである。 

 

 

 

 各施設が実情を踏まえ、配布対象を拡

大して回収する母数を増やしたり、Ｗｅ

ｂやＱＲコードを利用したアンケートを

開始したり、アンケート回答者に対して

粗品を渡すなど、回収数の増加に向けて

取り組んだ。今後も、定期的にアンケート

の改善を実施していくと共に、回収数の

増加についても促していくこととした

い。 

【対応済】 

報告書 

133 ページ 

【意見 12】 

利用者アンケートの結果（分析）

向上について 

利用者アンケートの結果につ

いては、施設利用者の満足度等

を測り、施設の充実に繋がる結

果を得られるよう、単純集計だ

けでなく、クロス集計でも分析

する等、分析方法を改善するこ

とが望ましい。 

 

 

 

 利用者アンケートの結果については、

各施設が実情を踏まえ、クロス集計によ

る分析に取り組んだり、分析対象を細分

化するなど、分析方法の見直しに取り組

んだ。今後も各施設に適した分析方法を

実施するよう促していくこととしたい。 

【対応済】 

報告書 

135 ページ 

【意見 13】 

運営方式の柔軟な選択について 

多様かつ変化する県民ニーズ

に対応するため、今後は施設の

目的を見直すことが必要であ

り、その見直しによっては、選択

すべき運営方式が変化する可能

性がある。現在の運営方式に固

執すること無く、柔軟な思考に

よって、運営方式を選択するこ

とが望ましい。 

 

 

将来ビジョンを策定する中で、施設の

目的の見直しを行う。施設の目的を効率

的・効果的に達成するために、適切な運営

方式を選択したい。 

【対応済】 

報告書 

139 ページ 

【意見 14】 

指定管理者公募における競争性

確保について 

これまでの指定管理者公募に

おいて申請団体が少数、又は無

い施設においては、施設所管課

において、その原因を調査し、以

 

 

 

指定管理施設評価シートにおいて指定

管理公募時の応募団体数等を評価項目と

して設定・検証することとした。検証結果

を踏まえ、以降の公募時に必要な対策を

報告書 

139 ページ 
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降の公募時に必要な措置を講ず

るべきである。 
行うこととしたい。 

【対応済】 

【意見 15】 

保全工事と政策的工事の分離に

ついて 

施設競争力等を高めるための

政策的な観点に基づく工事（政

策的工事）は、保全工事の対象

（県有建築物保全事業）として

県有財産経営室に要望するので

はなく、施設所管課が自主的に

予算を確保して、戦略的に実施

することが望ましい。 

 

 

 

 各施設からの保全工事の要望提出に先

立ち、保全に関する説明会を実施し、政策

的工事は事業対象外となることを周知し

た。また要望に基づく現地調査を行い、保

全対象工事に該当するかを改めて判断す

る。 

【対応済】 

報告書 

146 ページ 

土木建築部 

 

【意見 16】 

新技術の採用について 

ＬＥＤ導入のように、施設に

共通する技術については、施設

所管課ではなく、施設管理等を

指導する課室が関係課室と連携

して、技術導入の検討及び予算

確保を行うことが望ましい。 

 

 

 施設保全に係る新技術導入は、施設整

備課が技術的検討及びイニシャルコス

ト・ランニングコスト等の検討を行う。 

 導入の決定及び予算確保は、県有財産

経営室が関係課室と連携して行う。 

【対応済】 

報告書 

152 ページ 

福祉保健部 【意見 17】 

健康増進法の改正に係る対応に

ついて 

健康増進法の改正により、公

の施設は原則屋内禁煙となり、

速やかな対応が求められてい

る。なお、県は受動喫煙防止対策

を推進する立場であるため、公

の施設においても、これに即し

た対応を講ずることが望まし

い。 

 

 

 

 改正健康増進法に基づく受動喫煙防止

対策を推進するため、「県有建築物の保全

に係る研修会」（令和２年５月８日開催）

において、公の施設所管課に対し受動喫

煙防止に関する説明を行い、各施設につ

いて対策を講じるよう依頼し、その後、全

施設が屋内禁煙済みであることを確認し

た。 

【対応済】 

報告書 

154 ページ 

（注）表中の「報告書」とは、令和 2年３月 31日付大分県報（監査公表）に登載の監査委員公表第 655 号に 

より公表された「令和元年度包括外部監査結果報告書」である。 
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平成 31 年３月 29 日付けで公表した監査の結果に対する措置の状況 

 

監査テーマ：公共インフラ施設の管理と老朽化対策に係る財務事務の執行について 

項  目 監 査 の 結 果 及 び 意 見 措  置  の  内  容 備  考 

１ 大分県のインフラ長寿命化計画（行動計画） 

（１）大分県公共施設等総合管理指針 

総務部 【結果】指摘 Ｐ－１ 

「公共施設等の管理に関する基本

的な考え方」について 

総務省策定指針で「２.(4)公共

施設等の管理に関する基本的な考

え方」に記載すべき事項として、

計画期間における公共施設等の数

や延床面積等の公共施設等の目標

を記載するとともに、所定の事項

について考え方を記載することと

されている。しかし、大分県管理

指針では数量的目標値は記載され

ていないし、各事項の記載もされ

ていないので、改定の必要性が認

められる。 

 

 

 

総務省策定指針や各県公共施設等総

合管理計画等を踏まえ、大分県管理指針

に記載する事項を体系的に整理すると

ともに、数量的目標値を設定した上で、

大分県管理指針の改訂素案を作成した。 

【対応済】 

報告書 

41 ページ 

【結果】指摘 Ｐ－２ 

「全庁的な取組体制の構築及び情

報管理・共有方策」や「現状や課

題に関する基本認識」について 

総務省策定指針では「２.(2)全

庁的な取組体制の構築及び情報管

理・共有方策」と「２.(3)現状や

課題に関する基本認識」に分けて

記載するよう指示されているもの

を大分県管理指針では「５ 公共施

設等の管理に関する基本的な考え

方」等の章に散逸的に記載されて

いるため、判りにくい。前述の指

摘Ｐ－１も踏まえて、総務省策定

指針の記載区分に従って再整理す

る必要性が認められる。また、全

庁的な取組体制の構築や情報管理

について、具体的に記述する必要

がある。 

 

 

 

 

 

  総務省策定指針や各県公共施設等総

合管理計画等を踏まえ、大分県管理指針

に記載する事項を体系的に整理すると

ともに、全庁的な取組体制等を具体的に

した上で、大分県管理指針の改訂素案を

作成した。 

【対応済】 

報告書 

41 ページ 
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【結果】指摘 Ｐ－３ 

「施設類型ごとの管理に関する基

本的な方針」について 

総務省策定指針では道路、学校

等といったレベルを施設類型と考

えており、「県有建築物」「公共イ

ンフラ施設」「公営企業施設」は、

施設類型とは言えない。 
また、これらを施設類型とみる

と、逆に「２. 公共施設等の総合的

かつ計画的な管理に関する基本的

な方針」が記載されていないこと

になるので、「３. 施設類型ごとの

管理に関する基本的な方針」の記

載がされていないものと判断す

る。したがって、当該基本的な方

針を記載する必要がある。 

 

 

 

  総務省策定指針や各県公共施設等総

合管理計画等を踏まえ、大分県管理指針

の施設類型を見直した。また、施設類型

ごとの管理に関する基本的な方針を統

一的な様式により作成した上で、大分県

管理指針の改訂素案を作成した。 

【対応済】 

報告書 

41 ページ 

【結果】指摘 Ｐ－４ 

大分県管理指針で言うところの個

別施設計画について 

各個別施設の取組方針と具体的

な実施内容、時期を示したものを

個別施設計画と称しているようで

あるが、これでは、インフラ長寿

命化基本計画の個別施設毎の長寿

命化計画（個別施設計画）を意味

するのか、施設類型毎のインフラ

長寿命化計画（行動計画）を意味

するのか明確でない。 

 

 

 

各県公共施設等総合管理計画や個別

施設計画所管課の意見等を踏まえ、個別

施設計画の策定単位を検証し確定させ

た。この個別施設計画の体系をもとに、

それぞれの行動計画（施設類型）を確定

した上で、大分県管理指針の改訂素案を

作成した。 

【対応済】 

報告書 

43 ページ 

２ 施設類型毎のアセットマネジメント 

（１）道路 

総務部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果】指摘 Ａ－１ 

個別施設計画の策定について 

大分県管理指針の計画体系が明

確でないため混乱しているが、策

定されている施設ごとの長寿命化

計画は点検・維持管理の基本方針

やマネジメントの仕方に係る内容

であり、行動計画と判断される。 
一方で、個別施設計画について

は策定されていないことになるの

 

 

 道路施設の個別施設計画の体系を踏

まえ、道路施設における行動計画（施設

類型）を確定した。 

【対応済】 

報告書 

54 ページ 
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 で、策定する必要がある。 

土木建築部 【結果】指摘 Ａ－７ 

道路マネジメントシステムの利用

上の問題について 

道路マネジメントシステムに橋

梁・トンネル補修工事の措置の概

要について、登録することができ

るが利用していない。これは、当

該システムに登録できる情報に限

界があり実際には活用できないた

めである。 
しかしながら、点検・設計・工

事の一連のメンテナンスサイクル

を記録することが望ましいことか

ら、これらの事項について、いず

れは集約することが望まれる。 

  

 

 

道路マネジメントシステムは、施設の

GIS 表示、施設諸元、点検結果の保存に

使用し、設計、工事の詳細情報について

は大分県建設技術センター所管の大分

県公共土木施設データベース保管管理

システムで管理している。２つのシステ

ムを使用することで目的は達成できて

いるが、両システムの関連性を高めるた

めに令和２年度に道路マネジメントシ

ステムの改修に着手し、令和３年３月末

に完了予定である。 

【対応済】 

報告書 

57 ページ 

【結果】指摘 Ａ－８ 

道路マネジメントシステムの評価

について 

外部委託により道路マネジメン

トシステムを構築しているが、毎

年の保守もなく、簡略的なシステ

ムとなっている。 

そのため、道路マネジメントシ

ステムが今後も継続的に利用する

ことが出来るのか、改修の必要性

や新たに構築する必要がないか改

めて評価することが望ましい。 

  

 

 

道路マネジメントシステムは、施設の

GIS 表示、施設諸元、点検結果の保存に

使用し、設計、工事の詳細情報について

は大分県建設技術センター所管の大分

県公共土木施設データベース保管管理

システムで管理している。２つのシステ

ムを使用することで目的は達成できて

いるが、両システムの関連性を高めるた

めに令和２年度に道路マネジメントシ

ステムの改修に着手し、令和３年３月末

に完了予定である。 

【対応済】 

報告書 

58 ページ 

（２）林道 

農林水産部 【結果】指摘 Ａ－１１ 

定量的評価を伴う長寿命化計画

（行動計画）の策定について 

大分県の林道施設について、長

期的（10年超）な定量的評価を伴

う行動計画は策定されていない。

長寿命化計画に基づく長寿命化対

策の結果、耐用年数がどの程度伸

びるか、またライフサイクルコス

 

 

 

令和元年度に大分県林道長寿命化計

画（個別施設計画）を改定した。推計結

果として、林道の橋梁において、予防保

全型維持管理による耐用年数の延長で

ライフサイクルコストの縮減効果（10年

で 38 百万円、30年で 290 百万円）を算

報告書 

65 ページ 
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トがどの程度抑制できるかといっ

た推計を行うことが望まれる。 
定した。 

【対応済】 

（３）港湾 

総務部 【結果】指摘 Ａ－１２ 

行動計画の策定について 

インフラ長寿命化基本計画で作

成を求められている個別施設計画

はあるものの、港湾としての行動

計画はない。施設類型毎の行動計

画として、策定することが必要と

思われる。 

 

 

 湾施施設の個別施設計画の体系を踏

まえ、港湾施設における行動計画（施設

類型）を確定した。 

【対応済】 

報告書 

73 ページ 

土木建築部 【結果】指摘 Ａ－１３ 

個別施設計画の作成単位について 

「大分県公共施設等総合管理指

針」においては、港湾は「岸壁・物

揚場」「防波堤」「護岸・堤防」「臨

港道路」の４区分で個別施設計画

を作成することとしているが、実

際にはそれ以外の施設も含め「大

分県港湾施設長寿命化計画」とし

て、１つの計画にまとめている。

両者の整合性を保つべきである。 

 

 

 港湾施設の個別施設計画の体系を踏

まえ、大分県公共施設等総合管理指針に

記載の計画区分（個別施設計画）を見直

し、県指針を改訂した。 

【対応済】 

報告書 

73 ページ 

【結果】指摘 Ａ－１５ 

維持管理計画のとりまとめ単位に

ついて 

維持管理計画をとりまとめてい

る単位は、港湾毎に異なっており、

１施設１計画書の場合や、複数施

設１計画書の場合等、複数のパタ

ーンが存在する。  
今後、維持管理計画の見直しを

する際には、大分県管理の全港湾

全施設の策定状況を把握しやすい

ような単位に見直すことが望まし

い。 

 

 

 

維持管理計画書の策定状況を把握し

やすいように一覧表を作成した。また、

データを港毎に整理した。 

【対応済】 

報告書 

75 ページ 

【結果】指摘 Ａ－１９ 

港湾台帳の記載について 

港湾台帳に記載すべき事項（建

設開始年度及び終了年度、事業費、

面積等）が記載されていないもの

が散見された。可能な限り調査を

 

 

令和元年度末までに、既存の工事台帳

の調査を行い、更新を行った。 

【対応済】 

報告書 

78 ページ 
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したうえで、登録すべきである。 
（４）漁港 

農林水産部 【結果】指摘 Ａ－２３ 

行動計画の策定について 

インフラ長寿命化基本計画で作

成を求められている個別施設計画

はあるものの、漁港施設全体とし

ての行動計画はない。施設類型毎

の行動計画として、策定すること

が必要と思われる。 

 

 

 令和２年度に漁港施設に関する基本

方針（行動計画）を策定した。 

【対応済】 

報告書 

86 ページ 

３ 施設類型毎のインフラマネジメント 

（１） 道路 

土木建築部 【結果】指摘 Ｉ－１ 

固定資産台帳の土地の登録区分に

ついて 

道路の土地（敷地）については

平成 27 年以前に取得したものに

ついては路線毎ではなく、国道、

県道の２つの単位に一括して計上

(登録)している。他方、道路改良、

舗装については路線毎に区分して

資産計上していることから開始時

に登録した土地についても路線単

位等の管理とすることが望まれ

る。 

 

 

 

 路線ごとに分割した資産情報につい

て、令和２年度の固定資産台帳の更新作

業と合わせ資産情報の再登録を完了し

た。 

【対応済】 

報告書 

95 ページ 

【結果】指摘 Ｉ－４ 

予防保全と事後保全について 

道路については、全面的に予防

保全の方針とされているが、予算

や人員等の制約や費用対効果等の

観点からは、全ての道路について

予防保全とすることが適切である

のか否か再度検討が必要なのでは

ないかと考える。 

  

 

道路に限らず公共インフラ施設は、施

設毎に予防保全と事後保全に管理分類

して維持管理を行っていることから、大

分県公共施設等総合管理指針の記載内

容を見直し、県指針を改定した。 

【対応済】 

報告書 

96 ページ 

【結果】指摘 Ｉ－５ 
道路の廃止などの判断基準の設定

について 

道路関連の長寿命化計画に記載

されている実施方針のうち「統合

や廃止の方針」で「機能していな

い道路施設については、道路交通

 

 

 

 橋梁については令和元年度に対応済。

その他施設については長寿命化計画の

見直し時に対応する。 

【対応済】 

報告書 

97 ページ 
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サービスの低下につながらないこ

とを前提に、廃止を含めた検討を

行います。」と規定している。今の

規定であれば統合や廃止候補のリ

ストアップが必要と考えるができ

ていない。道路の利用状況等が多

岐にわたり、リストアップのため

の基準策定が難しいのであれば、

当該実施方針を実態に即して変更

するべきと思われる。 
（３）港湾 

土木建築部 【結果】指摘 Ｉ－９ 

廃棄物処理施設の固定資産台帳へ

の登録について 

廃棄物処理施設（廃棄物埋立護

岸）は、固定資産台帳に登録が必

要な資産（工作物）であるが、固

定資産として計上されていない。 

 

 

 

 令和元年度に固定資産台帳と法定台

帳（港湾台帳）に登録されたデータの照

合作業を行い、令和２年度の固定資産台

帳の更新作業と合わせ資産情報の修正

を完了した。 

【対応済】 

報告書 

109 ページ 

【結果】指摘 Ｉ－１５ 

個別台帳と固定資産台帳との整合

性について 

固定資産台帳への登録の際に

は、登録対象資産の個別台帳（港

湾台帳）への登録内容を確認し、

資産計上区分等の整合性に問題が

ないことを確認する必要がある。 

 

 

 

 港湾台帳に登録している財産と現在

固定資産台帳に登録している資産をリ

ンクさせるため、ファイルを作成し、ど

の資産が港湾台帳に登録されている施

設を合計したものかわかる資料の作成

を令和２年度に着手し、令和３年３月末 

完了予定である。 

 今後は、作成した資料に基づき、資産

計上区分等の整合性に問題がないかの

確認を行う。 

【対応済】 

報告書 

112 ページ 

（４）漁港 

農林水産部 【結果】指摘 Ｉ－１９ 

漁港台帳の誤りの修正について 

漁港台帳から固定資産台帳に登

録するに際して、むしろ漁港台帳

の建設価格等の記載が間違ってい

ると判断して見直しているケース

 

 

 令和元年度に固定資産台帳と法定台

帳（漁港台帳）に登録されたデータの照

合作業を行い、令和２年度の固定資産台

帳の更新作業と合わせ資産情報の修正

報告書 

120 ページ 
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があるが、漁港台帳側が未修正で

あるものが散見された。既にない

施設を削除し忘れているケースも

あった。 

を完了した。 

【対応済】 

【結果】指摘 Ｉ－２１ 

佐賀関漁港の初期登録精査の必要

性について 

佐賀関漁港について平成 28 年

３月 31 日初期登録時点の資料が

見当たらず、かつ、固定資産台帳

と漁港台帳とで初期登録金額がほ

ぼ不一致となっており、全データ

の精査を行い、修正する必要があ

る。 

 

 

 

令和元年度に固定資産台帳と法定台

帳（漁港台帳）に登録されたデータの照

合作業を行い、令和２年度の固定資産台

帳の更新作業と合わせ資産情報の修正

を完了した。 

【対応済】 

報告書 

120 ページ 

包括外部監査の結果に添えて提出する意見に関するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見２】 

大分県の長寿命化計画の体系見直

しについて 

大分県の公共施設等総合管理指

針（行動計画）と施設類型毎の行

動計画や個別施設計画について、

体系的な整理が不十分であり、混

乱が見られる。 

県有財産経営室が全庁をリード

し、県が所有又は管理する建築物

及び公共インフラについて、「公

共施設等総合管理計画の策定にあ

たっての指針」（総務省）やイン

フラマネジメントや個別施設計画

策定に係るガイドライン等（各省

庁）を参考にして、体系的かつ網

羅的に、必要な計画を具体的に定

める必要がある（既存の計画の位

置付けを含む）。 

 

 

 

＜総務部＞ 

  総務省策定指針や各県公共施設等総

合管理計画等を踏まえ、大分県管理指針

に記載する事項を体系的に整理し確定

した上で、大分県管理指針の改訂素案を

作成した。 

 施設類型については、個別施設計画の

策定単位を検証し確定した上で、それぞ

れの基本的な方針を定めた。 

【対応済】 

報告書 

134 ページ 

【意見３】 

個別施設計画の策定単位について 

個別施設計画は、健全度評価を

行う施設（構造物）単位ではなく

施設管理者が優先度評価やコスト

の平準化の検討を行うのに適した

施設の集合体を単位として策定す

 

 

＜総務部＞ 

国ガイドラインや各県の策定状況、個

別施設計画所管課の意見等を踏まえ、個

別施設計画の策定単位を検証し確定し

た。 

報告書 

135 ページ 
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べきであり、特に道路、港湾につ

いては、検討を要する。 

また、メンテナンスサイクル、

特に定期点検のサイクルにも配慮

する必要がある。 

【対応済】 

【意見６】 

固定資産台帳登録の過年度誤りの

修正作業について 

監査結果における指摘は、まだ

実務が定着していないことによる

事務的な処理ミスや判断ミスの発

生事例である。このような事例が

多々あるので、監査の対象とした

施設以外へも遡及して広く精査

し、修正すべきは修正する必要が

ある。 

ついては、これら過年度の誤り

を修正する期間を設定して、集中

的に作業することが望まれる。 

 

 

 

＜農林水産部・土木建築部＞ 

 令和元年度に固定資産台帳と法定台

帳等に登録されたデータの照合作業を

行い、令和２年度の固定資産台帳の更新

作業と合わせ資産情報の修正を完了し

た。 

【対応済】 

報告書 

141 ページ 

【意見７】 

開始後の固定資産の登録単位(記

載単位)について 

林道、港湾、漁港については、

開始時の一括的な資産計上から開

始後の記載単位を変えていない

が、少なくとも開始後は「現物と

照合が可能な単位」「取替や更新

を行う単位」で登録するような精

緻化が必要であり、関連するルー

ルを定める必要もある。 

また、開始時は諸事情があり致

し方ないが、開始後に同じ道路や

港でも一般道と林道、港湾と漁港

で登録単位が全く異なるのも問題

である。 

 

 

 

 

＜農林水産部・土木建築部＞ 

 固定資産台帳に記載している単位につ

いては、管理の合理性を図る観点から、

法定台帳や個別施設計画との統一を図

っている。各施設の登録単位は法や国の

要領等に基づき設定しているため、開始

後に登録単位を統一することは、これと

は別に単位の統一を目的とした台帳を

新たに作成することとなり、事務量や経

費に対して合理的とは考えられない。こ

のため、国や他県の状況を踏まえ、必要

性が生じた場合に検討することとした

い。 

【対応困難】 

報告書 

143 ページ 

【意見８】 

金銭の授受を伴わない取引の処理

について 

今回の監査対象となった施設で

は開始後発生していないようであ

 

 

 

＜総務部＞ 

寄付・贈与、除却などの金銭の授受を

報告書 

145 ページ 
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るが、寄附・寄贈、除却等の支出

を伴わない資産の異動が実際に生

じた場合の処理方法は確立されて

いない。寄附・贈与、除却などの

金銭の授受を伴わない取引につい

て、計上方法・処理方法等のルー

ルを明確に規定したものを整備す

べきである。 

伴わない取引について、計上方法・処理

方法等のルールを整備した。 

【対応済】 

【意見９】 

資本的支出と修繕の区分作業につ

いて 

固定資産台帳への登録の要否

は、資本的支出と修繕費を区分す

る作業から始まる。大分県では、

この区分作業は原則、起工伺いを

起票する段階で行われるが、イン

フラについては、この作業が適正

に行われたかは期末の固定資産登

録時に集中チェックしている。 

しかし、量的に膨大となってい

るので、起工伺いの段階で第三者

が随時又は順次チェックする方法

を検討すべきである。 

 

 

 

＜農林水産部＞ 

 起工伺いの際に設計担当者と工事経

理担当者の双方でチェックを行うこと

とし、留意点としてまとめ、関係所属へ

通知した。 

【対応済】 

 

＜土木建築部＞ 

 起工伺いの段階で設計担当者及び契

約担当者の双方でチェック及び登録す

ることとし、令和２年３月に策定したガ

イドラインを関係所属あて通知した。 

【対応済】 

報告書 

146 ページ 

【意見１０】 

資本的支出への細かな対応につい

て 

大分県のシステム上、補修目的

の工事は公会計コード 103 として

処理される。 

しかし、補修に合わせて機能ア

ップするような改造工事が含まれ

ている場合には、そのうち資産計

上すべき範囲についての判断内容

を起工伺い等で記録にとどめてお

く必要がある。その上で、資産計

上部分は 101 処理対象として財務

執行データを作成する必要が生じ

るが、そのようなケースへの対応

を明確にする必要がある。 

 

 

 

＜農林水産部＞ 

 資産価値を高めるための「資本的支

出」と資産の維持管理等に関する「修繕

費」の考え方を事例を示して整理すると

ともに、公会計コードを仕訳する基準等

を留意点としてまとめ、関係所属に通知

した。 

【対応済】 

 

＜土木建築部＞ 

 資産価値を高めるための「資本的支

出」と維持管理等による「修繕費」の考

え方を整理した上で起工伺い段階にて

登録することとし、令和２年３月に策定

報告書 

146 ページ 
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したガイドラインを関係所属あて通知

した。 

【対応済】 

【意見１４】 

建設仮勘定が発生するケースの把

握整理について 

建設仮勘定が発生する典型的な

ケースは、工事請負契約で前払金

（中間払い）を支払って未完成の

まま決算期末を迎えた場合である

が、他にもケースがあるので、ケ

ースを把握して、整理する必要が

ある。 

それに対応して、財務会計側の

処理と固定資産台帳（建設仮勘定

台帳）側の登録処理とが整合する

ようなシステム連動や内部統制が

確立されているか検討すべきであ

る。 

なお、資産計上となる請負工事

の前払金（中間払い）等を財務会

計上、前払金としているのであれ

ば、建設仮勘定で計上するように

変更することが前提となる。 

 

 

 

＜農林水産部＞ 

 前払金や中間払いを実施した工事の

うち、年度内に完成しなかった工事が建

設仮勘定に確実に登録されるよう、本庁

の担当課が繰越事業一覧等と突合作業

を行う際の留意点をまとめ、関係所属に

通知した。 

【対応済】 

 

＜土木建築部＞ 

 建設仮勘定が発生するケースを整理

し、また、それに伴う財務会計側への登

録処理との整合を整理し、令和２年３月

に策定したガイドラインを関係所属あ

て通知した。 

【対応済】 

報告書 

153 ページ 

【意見１５】 

建設仮勘定からの振替漏れの確認

について 

期末には「既に完成しているに

もかかわらず、建設仮勘定のまま

で計上されている（本勘定への振

替が漏れている）固定資産は無い

か。」を確認することが必須であ

る。 

固定資産台帳上での振替漏れと

財務会計上での振替仕訳漏れと両

方で発生することが考えられるの

で、原課と財政課のどちらが整理

するか、建設仮勘定のデータの受

け渡しをどちらがおこなうかも重

要である。 

 

 

 

＜農林水産部＞ 

 当該年度に完成した資産の計上や建

設仮勘定からの振替漏れがないか確認

するための表を作成するとともに、支出

命令や建設仮勘定一覧に工事の完成時

期や施設名を追記することなど留意点

をまとめ、関係所属に通知した。 

【対応済】 

＜土木建築部＞ 

 固定資産台帳上と財務会計上での振

替仕訳の方法及び役割分担を整理し、令

和２年３月に策定したガイドラインを

関係所属あて通知した。 

【対応済】 

報告書 

154 ページ 
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【意見２０】 

予防保全と事後保全について 

公共インフラ施設について、事

後保全に追われつつ、一部を除き、

将来的に全面的に予防保全に移行

する方針としている観がある。予

算や人員等の制約や費用対効果等

の観点からは、全てのインフラ資

産について予防保全とすることが

最適管理なのか再度検討が必要な

のではないかと思われる。 

特にコスト重視の維持管理が可

能な施設については、劣化予測の

見積りとライフサイクルコストの

算定を行い、事後保全型と予防保

全型のライフサイクルコストを比

較する必要がある。 

 

 

＜総務部＞ 

劣化予測の見積りとライフサイクル

コスト（ＬＣＣ）の算定については、県

有財産経営室と個別施設計画所管課で

検討を行い、事後保全型と予防保全型の

ＬＣＣを算出し比較を行った。 

【対応済】 

報告書 

161 ページ 

【意見２２】 

劣化予測とライフサイクルコスト

（ＬＣＣ）について 

道路・橋梁・トンネル等につい

ては、劣化予測やライフサイクル

コストの算定を行わずに大分県管

理指針及び道路の長寿命化計画

（行動計画）を策定している。将

来的な事象に起因するため合理的

な算定方法が未だ確立されていな

いためとしているが、過去の実証

データや研究の知見によりある程

度合理的な見積りは可能である。

これらを活用して劣化予測やＬＣ

Ｃの算定を行い、トータルコスト

を計画に反映させるべきである。 

 

 

 

＜土木建築部＞ 

橋梁については令和元年度に対応済。

その他施設については長寿命化計画の

見直し時に対応する。 

【対応済】 

報告書 

168 ページ 

【意見２３】 

長寿命化計画等における定量化の

研究について 

ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）

を予測する場合、老朽化予測、対

策の実施周期、対策コストの集計

といった作業を各々の施設で選択

可能な対策シナリオ(機能保全レ

 

 

 

＜総務部＞ 

劣化予測の見積りとＬＣＣの算定に

ついては、県有財産経営室と個別施設計

画所管課で検討を行い、ＬＣＣを算出し

た。 

報告書 

169 ページ 
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ベル)毎に行って、最善のシナリオ

で確定することになる。 

予算の平準化は、施設(構造物)、

管理単位としての施設集合体、施

設類型、全庁レベルと段階的に行

うことがイメージされるが、この

ように公共インフラを構成する膨

大な数の施設(構造物)毎にＬＣＣ

を算定して積み上げることを前提

として、それぞれのレベルでの目

標値の設定が可能となる。 

また、長寿命化の効果をどのよ

うに測定するか、手法は確立して

いないものの、ＬＣＣが関係して

くるものと想定される。 

したがって、効率的、効果的な

維持管理手法の研究・実践を行う

中で、ライフサイクルコストの算

定・集計についても、簡便な方法

から始めて次第に精度を高めなが

ら効率的な方法を模索することが

求められる。 

なお、このような定量化に係る

問題については、担当課で個々に

検討するよりもインフラ関係者で

研究会を発足させて組織的に推進

すべきと考える。 

【対応済】 

（注）表中の｢報告書｣とは、平成 31 年３月 29 日付け大分県報（監査公表）に登載の監査委員公表第 640 号 

により公表された｢平成 30 年度包括外部監査結果報告書｣である。 
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